
基発 1001第 20号

平成 26年 10月 l日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労災保険業務機械処理事務手引（年金・一時金業務）

の一部改正について

標記の労災保険業務に係る機械処理事務については、「労災保険業務機械処理

事務手引（年金・一時金業務）J （平成 23年 3月 31日付け基発 0331第 3号）に

より取り扱ってきたところであるが、今般、労災行政情報管理システム（年金・

一時金）を改修したことに伴い、平成 26年 9月 29日から同手引を別紙のとお

り一部改正することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、当該システム改修に伴い変更した内容は、下記のとおりである。

コ］

1 外国払入力帳票に係る必須入力項目の追加

「外国払入力帳票J（帳票種別 39581）の入力処理において、入力漏れを防

止するため、任意入力項目となっていた「金融機関名人「SWIFT(BIC）コー

ド」、「金融機関所在地」及び「口座番号jを必須入力項目とするための改修

を行ったため、関係する記述部分を変更した。

2 定期報告入力帳票に係る住民票コードのチェック機能及び入力方法の変更

「定期報告入力帳票J（帳票種別 39586）の入力処理において、住民票コー

ドの誤入力防止のため、入力時に当該コードについて誤りがないかチェックす

る機能を追加したほか、システム上許容されていなかった住民票コードと厚生

年金等の情報の同時入力を可能とする改修を行ったため、関係する記述部分を

変更した。

3 定期報告入力帳票に係る照会状コードの入力方法の変更

「定期報告入力帳票」（帳票種別 39586）の入力処理において、システム上

受付又は受付・登記時しか許容していなかった照会状コードの入力について、

受付入力後であっても入力を可能とする改修を行ったため、関係する記述部分

を追加した。



労民保険業務機械処理事務手弓！（年金・一時金業務）改正箇所一覧表〈平成四年同月）

理容 宣掌 第 F賓 関係寸る改修案件 p .，更内容 E察当ペ＂＂
lロ 記入項目』の衰について以下のとおり涯史したー
〈変頁前〉

定期報ド告の入チ力帳ッ票ク機に係能及る住民票カ 住民変民禦票更後ココードの項『受付ー笠記』、 『変更』の各欄について「空欄（未使用）』

(I) 
コードェ び入 〈〉

Il 8 7 Il 8 
方法の宮E 住 ードの項『受付・韮記」、 『変更Iの各欄について r"（任意入力項

目） J 

' J、 入力項目と記入臨領』のま中lOの項住民票＝ ドの記入要領の欄について
以下のとおり変更した，

隙す〈変寄る吏場（布前合市慣は〉）、 年実行金のコみー入ドに力可’7躍1 で｛訂、正1；椛をの入数力字しを、入訂力正す後るのa住住民民票票ココードドをを入訂力正す

定コ期ー線ド告の入チ力ェ帳ッ票ク機に係能及る住び入民票力
3隊時生〈る実録変曾年．に住更金さ（れ谷情後民市た〉住民票コードを削除する場合は「00000000000)を入力する．

2 Il 8 (I) 

償） 午一金ドのをみ登時、する録B入に住るす住民場笠力録可民票合る能場票はロされーで合、＝ー実た、はド行住1をド1桁受入をコ民付受力票の数処録すコド字理すーるに．時るをド7入場にを住合削力(ITす民除はE票する）。実るコ4定ー期ド報を告入カの徒出と同

II-8-9 
方法の聖E

粟報入コ力と同を 行コードにす’1’る．（受厚

付住民登嘆記＝〉 をド入入を釘力力をEすし入す、る力．住るす民場笠る録票合． 削(IT除Eす）るを縫入合力はし、 町亙後のfl

民「票000ヨ0ーnonド0をnon』る．

チ（主）留「怠住点民票コードjの登録について以下のとおり変更した，

' Il 8 (I) 
定コ期報ド告の入チ力ェ般ッ車ク機に係能及る住び入民票カ

「盛「受諒す付」るによ変り笠鑑するp j とあるのを『『受付I、又Iif受付，畳記Iによ II-8-18 
方法の変更 り 」に更した．

ニ 定期報告入力粟下（年の金とお｝入り変力時の出力画面
(tt）②について以 更した，

受〈変付克・前聾記〉処理にて摩ヶ年セ等ー情ジ報がの出項力さ目のみに不備がある場合は、受付年月日のみ

(I) 定期報告入力方仮法契に係る照会状 壁記され、以下のメ れる。
ll-8-14 1 IT Fミ

コードの入)J の変更
受民〈付票""  佳〉・登記処 報の項目のみに不備がある場合 司、住

コードカ（理住さオに民も票てるa厚コ年ー等ド情を入力した場合に限る）のみ笠記はされ、受、以付年下月のメッ
セージが出 る。

ー注）定期②報告入カ栗（年の金と｝入り変力時の出た．力画面
（ について以下 お 更し

定期報告人力帳方法票にの係変る照会状
4出込〈叫費z削z現理d呂器〉忠器脚量告惇ヂ噌：：君k主”釦2。：品？てd主主何需主回古陸語相E執~！！~＂.：櫨醤費時i~~~~）で

5 Il 8 (I) 
コードの入力 豆

ll-8-14 

報 内容 いるた惇•R年コ符ー怖ドののみ変登録吏しまにし不た備．厚が生年守じ事情て報の変児

J 

チ（＇•） f/J定以E期下怠担の告と書内容変照更会状の出力について

以史下的〉 おり した，

本く（＇帳，：2哀の f照会0）状、のコるーみが受「定記行ド期』』こう報にのこ告（処定入と書理期が力内でをは領容行木官き照帳受るう会．票付こ状の年と月に（特「受よ四別及付り遺、Jび族厚）「（年定定j期期等情報報（帳告告報票書受の種内登付別年容記4照9月時4会｝〉日状を』凶

定期報告入力帳方粟に係る照会状

カ時力す時：る＂又こ川知はと4が6「で受渇合き｛？、 のと入同

6 Il 8 (I) に入力した II-8-18 
コードの入力法の型車

本〈（艇帳変1事築E後の様別〉「照46会J）状、コf定ド期』報に告入書）J内を容行照う会こ状とに（特よ別り遺、族）「定j期報（帳告粟谷慌内四容4照94）会状をj幽

カすることができるー



労揖保険業務機械処理事務手引（年金・一時金業務）改E箇所覧表（平成26年10月）

rr I 8 

項 I 関日系ずる散を写実体 l あ司賢明，. 'I 按当ページ
チ留意点忌
＇＂）定期報告書内容照会状の出力について

以下のとおり変更した。
く変更前〉
したがって 「定期報告禽内容照会状jの出カは1度限りであり 本幌票の『受
付J又は f受付白昼!CJ時以外はその要求を入力することはできないので．受給
権者（支払権者）から定期報告書が提出されたお露合にはその内容を審査した上
で、 「定期報告書内容照会状jの出カが必要な場合には f受付」又は f受付盗
記j時に必ず伺時に行うこと．
〈変更後〉
受給筏者（支弘信者）から定期報告省が提出された栂合にはその内容を審査した

l定期報告入力幌漢に係る闇会状｜上で、 「定期報告書内容照会状jの出力が必要な場合には「受付』 （定期報告受
<1> Iコードの入力方法の費更 ｜付朝日の入カ時）、又は「交付師j ｛胡報告交付年月日及明年等情報 Irrs is 

の筆記時）と同時に『閥会状コードJの入カを行うこと．
「定期報告審内容照会状Jの闘力が必要な舗合に『照会状コードJを未入力で l

f受付』、又は f受付奨記』をしてしまった易合（既に当年度の定期報告書が
後出済みの縫合〉には再度、 「受付jにて「照会状2ードjの入力を行うこと．
その際、 「受付年月日」を入力しないと処理はキャンセルされ、照会状は出力さ
れ，，，いので留意すること．なお、ニの場合に入力した「受付年月日jがシステム
に笠録されることはない．

輩 l策

s 8
 

1
 

8
 

E
 

＆

口

出

主

線

復

H

m
書
同

定

告

官

『

報

4
y

o

m

h

 

I

定
封

印

し

・

岡

山

引

と

丸

出

，
こ

f
徒

に

て

国

の

、

省

副
照

L
止ロ

群

参

つ

報

の

L

を

a期

倒

的

曜

日

別
一

u

“

吋

閥

肘

制

等

i

V

2

2

4

5

 

つ

帳

」

別

聞

に

（

9－
種
効

力

J

E

票
幻

出

状

（

帳

」

の
p

会

J

｛

9一

状

た

照

状

J

E

会

し

容

会

状

（

照

覧

内

照

会

j

容

変

奮

容

照

状

・

内

り

告

内

容

会

と

寄

お

報

・

内

照

こ

告

と

期

状

書

容

の

言
細
憾
の
〉
定
会
〉
告
内
照

E
M伽
m
F附
「

照

後

報

参

両
日
定
以
吏
出
史
期
状
を

市
〉
変
お
後
変
定
会
）

Z
7
h

〈
な
寄
〈
「
照
状

状会照る
E

係
査

に
の

票
法

帳
方

カ
カ

入
入

告
の

級
ド

期
一

定
コ）

 
日 s 

9 I rr s 7
 

4
 

8
 

n
 

分

・

で

じ

は

区

た

書

生

更

給

し

舗

が

変

支

ま

附

備

等

の

し

費

不

分

賛

録

腹

に

区

護

豆

援

容

給

侵

み

・

内

支

、

の

粟

の

の

東

日

史

実

費

変

月

変

愛

護

の

年

れ

符

復

線

付

ぞ

分

・

情

受

れ

区

た

面

等

の

そ

給

し

面

何

千

告

は

支

ま

万

四

伊

鰻

更

の

し

面
a

－
m変
費

録

奇

た

て

定

等

授

受

蒔

し

い

め

分

後

み

j

耳

東

お

た

区

、

の

瓦

変

に

る

給

て

日

い

了

り

湿

い

支

い

月

さ

葺

お

処

て

の

お

年

だ

語

と

の

己

資

に

付

〈

雇

の

告

生

謎

理

受

て

寸

下

核

が

媛

j

処
の
し

葉

以

期

備

、

．

の

告

理

五
て
定
不
夏
い
血
口
日
報
処

王

い

費

に

変

さ

総

期

で

亙
ロ
つ
館
辺
容
の
だ
期
定
書

認
に
〉
援
内
線
く
〉
定
め
尚

南

②

前

の

情

て

後

費

た

申

定
｝
東
金
吏
等
し
吏
穫
る
費

注
変
年
変
年
理
変
援
い
纏

－
－
｛
〈
「
等
町
時
処
〈
「
て
援

状A

－
A
 

照る
E

係
置

に
の探入

入

血
日
の

報
ド

期
－

｛
疋
コ2

 

10 I rr 8 9
 

2
 

8
 

wu 

J
出
入
周

j
出

状

を

の

と

状

を

会

〉

阿

｝

会

）

棚

州

制

調

棚

山

内

田

付

笠

内

問

書

割

受

の

省

間

告

眠

，

報

告

闘

相

伶

傾

倒

傾

倒

m
期

等

期

定
j
定

釘

恥

定

J

「
〉
（

F

「
）

、
臨
」
叩
山
、
鵬

り
山
叩
付
及
り
山

よ

開

受

日

よ

開

同
ド
川
吋
「
l

ロ
n

ドh
山
川

と
h
、
の
信
ヤ
と

t

て

こ

4
也
面

m付
．

吋

A

E

A

去

い

う

a幌
受

る

酎

つ

行

開

本

告

き

行

聞

に

を

刊

は

報

で

を

弱

カ

カ

肝

理

期

が

カ

M
W

出

入

同

処

定

と

入

刊

の

’

に

院

の

（

こ

に

政

状
た

J
酔
こ

J
ぅ

J
酔

A
去

し

ド

目

、

犯

行

ド

副

照

東

一

同

が

琵

み

一

明

・

容

変

＝

る

の

コ

る

内

り

状

き

付

合

状

き

寄

お

会

ωで
受
場
会
的
で

告

と

照

mw
が
一
た
照
佑
が

ご
弘
知
恨
の
〉
「
別
と
は
し
〉
『
別
と

長
期
下
附
の
極
こ
文
カ
後
の
祖
こ

百
定
以
吏
粟
票
る
）
入
更
葉
栗
る

百
）
変
糠
綬
す
臨
時
に
変
帳
幌
す

z
d
b
〈
本
〈
カ
カ
時
〈
本
（
カ

状Aa云照る
E

係
費

に
の

禁
法

根
方

市
川
南
刈

入
入

告
の

報
ド

期
－

定
コ）

 
2
 

11 I rr R 

子宮茸瓦
（＝）定期報告書内容照会状の出力について

以下のとおり変夏した．
〈変更前〉
したが勺て、 『定期報告書内容照会状』の出力は1皮限りであり、本帳袈の＇＂＇
付j文は「受付琵1"1時以外はその要求を入力することはできないので受給
権者（支払権者）から定m報告書が提出された場合にはその内容を審査した上
で 『定期報告書内穿照会状』の幽力が必要な燭合には「交付』又は f受付・琵
記』時に必ず同時に行うこと，
く変更後〉

t受給権者（支払権者｝から定期報告書が提出された犠合にはその内容を審査した
(2) ｜定期報告入力帳票に係る照会状｜上で、 f定矧報告書内容照会状Jの幽カが必要な場合には

一ドの入カ方法の蛮E ｜付牢月目の入力時〉、又は「受付．笠記j （定期緑告受付年月目及ぴ侵a集1を情報
のまを記時） ＂同時に「照会状コ ド」の入力を行うこと．
「定期報告書内容照会状jの出力が必要な窃合に「照会状ヨードJを未入力で
「受付j、又は「受付登記Jをしてしまった場合（既に今年度の定期報告書が

徒出務みの燭合｝には再度 「受付Jにて f照会状コードjの入力を行うこと．
その際 f受付与月日jを入力しないと処理はキャンセルされ、照会状は出力さ
れないので留怠ずること．なお、この場合に入力した「受付年月 •1 がシステム
！と埜録されることはない．



労担保険集務機械処理事務手引（年金・ー時金業務〉改正箇所覧表（平成26年10月）

ヨ車 ~＇ 度 関係する改修業停 密更内容 被さ当：.，.，.：：＇；....；；友i

J調ず~縄同2的重お療問町E間問樽E品皿：船棚献鋤しを袖山て

おり

報告内容書照内容会照状会』状iu｛帳累積別160）の詳細については、 「定期報告
_9_126ページ）を重量照のこと，

12 日 8 (2) 定期報ド告の入力候栗に係る照会状
内照』容会と．照状会j状i.＿：＿帳出票力種候別禁46等O)（の12）詳定細期に報つ告い書て慢は出照会『定状期・報内告容省照慢会出

n s 2g 
コ 入力方法の費宝

｜ロ 記入項目jの表中下記の全ての処理の記載について以下のとおり変吏し

" u 8 (I) 
定コJーII報ド告の入チ力ェ帳ッ票ク機に係能及る住び入民カ票

E壁~·話刷訴器。転町訟謀E議耐産造h品疑ド務町療F長－常機設蕊附

n " 方法の宮吏

〈『変空欄夏州（未〉使用） 1 

〈変更（後入カ〉rx 不可項目） 1 

，，、 入力項目と記し入た製俗領Jの表中 13実行コ ド』の明記入聾嗣の欄について
以下のとおり変更

定期報告入力帳ッ票ク権に係能る住び入民票力 〈変更前〉

II Il 8 (I) 
＝ードのチェ 及 受受く付変付 （受付年月日のみ入力l’山................... 記入しない II-8-9 
方法の変更

直（受後付〉情報入力） ＂＂＂＂＇・ H ・＂＂・ H ・＂＂＂・ H ・－ー 記入しない

「ハ 入文力字項で目と記入挺こ領ろjの小表文字中「変7年更金し程書番号jの項脅号の欄の数値の標

定期報告入力幌票ク樺に係飽且る住民票
記が大 あったと 、 に た，

" Il 8 (I) 
コードのチェッ び入力 項〈〈信変変東更7市後｝〉〉 n s' 方法の宮E

項番7

日 定出期カ報項告目入の力夜媒中笠（緑年金項｝目／入入力時力項の出目の力関照面会状コードの項送信完了画面（正常

時｝の聞について
以下のとおり変更した，

16 ロ お (I) 定期報告入力帳震？去に係る照会状 II-8-12 
コードの入力方の変更

帳帳〈〈変禦票変更更にに前記後記事総〉〉貧されたデ タ受付帯号を出力する．

された照会状コードを出力する。

「ホ 出力幌東条件褒Iの現について以下のとおり変更した。

〈変更前〉

17 日 8 (l) 定期報告入力帳票に係る照会状 受付＆登記 Il-8-1,l 
コードの入力方法の珪更 〈変更後〉

交付・畳記

「ホ 記出力の帳欄票条件褒jの者中定期変報告書内容照会状（特別遺族｝の項受付・受
付＆立 について以下のとおり更した，

定期報告入力帳袈に係る照会状
〈変更附〉

18 n 8 (l) 
コードの入力方法の蜜豆

「A諜＇ （条件出力｝』 II-8-14 

~変x更後〉
（山力しない｝』

8表中＜3に変断ペつ!l!ー復い前ジて帰〉a制以・限下転）仰の．符とおり変更した．
の変更入力においては、必ず「 lJを打鍵入力すること（Il-

19 日 8 (2) 共通 く変更後〉 II 8 25 
中断・復帰・転帰埠の変更入力においては、必ず『 lJを打拙入力すること（Il-
自－5ベージ害問）。

'= 定状期コ総告ド入の力欄製（緩縫焚｝入力時おのり出変力画た面。jの設中立録項目／入力項目
の照会 ー について以ドのと 更し

定鋼報告入力帳漢に係る照会状 〈変史的記載〉
20 n 8 (2) 帳票に されたデータ受付番号を出力する白 II 8 26 

＝ードの入力方法の変更
幌〈変J誕Eに＜i記長載〉された照会状コードを出力する。

以〈〈（（四.：下変変の定更定更期後期前とお報報〉〉告告り変書書更提徒出出し制た照．会会状状 (Il g 12喧ページ参照）

21 n 8 (3) 定期報告入力帳票に係る照会状 II-8-36 
コードの入力方法の宜主 (Il_9＿出力帳果等（12)定期報告書提出照会状・内容

照会状苦言照）



労災保険業務機械処理事務手引（年金・一時金業務）改正箇所一覧表（平成田年10月）

曹 節 項 関係する改修案件 変更内容 該当凶ジ

1外「4国イD表A払入※傷の病凡力裂例任（補のに意館以償入）入下力項年を項金追目目』加、について以下のとおり変更した．

目（し省た略曲した場合は壁記時の項目を琉用）

②記入項目を変更

変更前．

下t！記金金s日項融融F目機機，：，関関強IC名店）記舗2コー名修2I 慌の場合「企任意入カ項目J
('1:]1!のみ｝

ド

：：ー一金口座融機番関号所在地1

(.!) 外国払の入追加力帳票に係る必須入カ
変更下14－後記金項：融目機、霊記の場合『・必須入力項目1

22 n 2 
項目

凶名3 II-2-112 

沼~~議車紛両事宮事占崎「「合問剛川酬j

r ＂様~、須入力項目」
16－金融機関店舗名1

l外「国ハ払入障力害栗（補の記償入｝項年金目』について以下のとおり変更したa

①凡例に以任下意を入追力加項
ム担任 目（省略した場合＂畳配時の項目を流用）

②去を変更

変耳1ド4前記－金項：融目機、毘記ー修正の場合「ム任意入力項目J
関名1

16－金融機関店舗名1 （変更のみ｝

地1lF金口w融座I阿機番（B関号IC所〉在コ ド

外項国目払の入追加力帳漢に係る必須入力
変更能：

23 Il ー。 (・ii 震欝2・…

Il-2『 118 

「O必須入力項目j

下記：：項6→一－金金口目座融融機脅修機豆関号関所店の場舗在名地合1i'＂※必須入力項目 J

I 外「国由ホ払凡ム入遺f来硝力族こ紫以任（の下価怠記償を入入）追力項加年項目金目」について以下のどおり変更した．

（省略した場合は登記時の項目を流用）

＠記入項目を変更

変更附記項
下 目、笠記，修Eの場合 r＂任意入力項目 1

：：金金融融後機関関名店舗1名1 ｛変更のみ）
LB-St'iIFT(BIC）コード

19－金融座機番号関所在地I
22ーロ

変更後

2・1 n 2 l・i) 
外国払入力帳r:iに係る<f'.・調入力 下14記－金項融目機、関登名記1の場合「・必須入力項目J

II-2-122 
項目の迫加

18-SIVIFT (BlC）コード

19－金口座融機帯関所在地1
22 号

下l←記金項融目機、信Eの場合「O必須入力項目」
閲名1

IB-S町円（BIC）コード

2下：：記ー金金口項座融融目番機機、関号修所E在の地場1合 rム※必須入力項目1

関店締名1



労災蝿悼集務機様処理事務手引（年金田一時金業務）改正箇所一覧表（平成田年10月）

源平寄 l掌 I 錨 I 項 関係する改修衆仲 重責両ー香 川 面詰百三＂

2' I rr 

2" I rr 

27 I rr 2 

C4l I~~~胡慨に係る崎入力

1外国払入力粟の記入項目
r，レ特別遺族年金jについて以下のとおり変更した．
<D凡例に以下を迫加
ム来 任意実力項目｛省略した場合は登記待の項目を流用）

②記入項目を変更

変更町
下記項目、髭沼修司Eの場合「企任意入力到底闘J
14ー金融機畑名1
16－金融機関店宮市名1 [ii:史のみJ
lB-SWIFT(BIC）コード
＂金融機畑所在地 l
n口座ヲ番号

変更後
下位項目．登記の場合「・必須入力項目1
14－金融機関名1
18トSWIFT（問。コード
19ト金融機関所在地1
22トロ鹿脅号
下記閣目、修Eの場合 ro必須入力項目J
14一金惚機凋名1
18-SliIFT（則。＝ード
19ド金松機関所在地1
22一円座搭号
下記項目、修正の場合 r＂業必須入カ項目 I
16一金融機関店舗名1

3曹茸E

，，こついて以下のとおり変更した．

変吏細
事犯晴に、統に f受給権者氏名IJ 「受給術者住所IJ f金融機関名 IJ 「金融機

関店舗名 11 rsw1阿（SIC）コ ド』 「金融機関所在地IJ f口座番号jの入力が行
わ唱ている線合は、修E時の入ノJを省略することができる．

n 2 134 

ω）｜鰐持品慨に係る必須入力｜変更後 I rr-2一回

' 霊記時に入力した f受給権者氏名j 「受給権者住所j f金＇＂＇剛期名 j 「金融機
閉店舗翁j smrCBIC）ヨードJ 「金融機関所在地j fロ庄司住号jを修正する場
合、修Eする項目以外の入力を省略するこどができる．修正時に入力を省略した
項目は登配時の情械を流用する，

百官茸E

dを以下のとおり変覧した．

変更前
笠記した情仰を変更持に削除する場合、削除できる項目は 「金融健闘名1J
「金磁極集畑店舗名IJ 「sn円（SIC）コ ド」 「金融機関所在地IJ 「口腔番号』で
ある．
また削除は各項目の左繍に『＊（アスタジスク） Jを打越入力することによ

Iり行つ（各項目を空欄にした縄合は、登記時の情報を引用する．）． (ll-<H9" 

仙 I~~~主Z帳票に係る必項入力｜閉 I rr-i-139 

変更後
盛記した情報を変更時に削除する場合、削除できる項目は、 「金融機関店舗

名」である．
また削除は項目の左燐lこ＇＊ （アスタリスク） Jを打健入力することにより
行 丸 山一6ーJ2)外国払入力漢へ留意点参照）

1外「国払入降客力票（の配入項目
ロ 補償）一時金」について以下のとおり変更したー
変更揃
出力項目の説明は、 11-2-103参照｝

四 l n I 2 I C·•l I~国払入力慨に係る必担入カ｜
目の追加

古1班出力佳唄目の説明は、イi属病（補償）年金（吋外国払入力粟入力時の出力闘面

lll-2-117 

参照）

I 外国の変出隊払更力笹項入前力諜術の記入項目ハ （ 慣｝年金について以下のとおり変更した。

［ 自の説明は、 II-2-103参照｝

29 I n I 2 I Ol ｜外同払入力帳票に係る必須入力 I変更カ後項 I ll-2-119 

項目の迫加 （出 目の説明は、イ傷病（補償｝年金 l吋外国払入力票入力時の出力岡田幸
｝照）



労災保険業務機械処理事務手引｛年金・一時金業務｝改正箇所覧表（平成田年10月｝

’艇 節 項 関係する改修案件 変更内容 .. 当ページ

1外『国エ払更凶遺入前カ力族項粟目（補のの説記償入〉明碩一I立戸時、闘金.＇.，＿！に0つ3いて以下のとおり変克した．

変( $照）

'° ロ 2 (4) 外国払入追加力帳票に係る必須入力
変更後 II-2-121 

項目の
参（照出力）項目の説明は‘イ傷病（補償〉年金例外国払入力菓入力時の出力画面

1外「国ホ払更出力遺前入項依力築目（補のの説記償｝明入項年は金目J について以下のとおり変更した。

変（ 町－2-103参照）

31 Il 2 (.I) 項外国目払の入追加力帳票に係る必賓入力
変（更出後力項：目の説明は‘イ傷病（補憤｝年金（回｝外国払入力票入力時の出力画面

II-2-123 

参照）

l外「国へ払入陣力害栗（補の記償入）項一時目金（央指差額一時金）』について以下のとおり変更し

32 Il 2 (4) 外国払入追力加帳漢に係る応、須入力
た．変（更闘前力項目の説明は、 II-2-103参照）

Il-2-125 
'U自の

変重量〔照更出）後力項：目の説明は也イ傷病｛補償）年金（ロ）外国払入力栗入力時の出力画面

i外「国払入力栗（の記償）入項目
ト 遺＂＇ r• 時金（失描差額一時金） Jについて以下のとおり蛮吏し

た．変更前

外国払入追加力帳援に係る必寝入力
（出力項目の説明は、 Il-2-103$照｝

33 Il 2 (.J) II-2-127 
エ且目の

変｛更出照後力項：目の説明f士、イ傷病｛補償）年金例外国払入力票入力時の出力画面
参）

1外「変国チ（払更出未前入力項力支嘆給の金記・米入項支給目年金Jについて以下のとおり変更した．

目の説明は、 11-2-103寧照｝

31 ロ 2 （；） 
外国払入力帳禁に係る必須入カ

密番（吏出照佳力）項：目の説明は、イ傷病（補償｝年金例外国払入力東入＂時の出力画面

II-2-129 
項目の追加

1外「国変リ払更前葬入祭力携料の記葬祭入項給付目』について以下のとおり変更した。

外国払入迫力力目幌粟に係る必密入カ
（出力項目の説明は、 II-2-103参照｝

35 Il 2 (4) 
'ii自の

密参（照更出後力）項：目の説明は、イ傷詞（補償｝年金（官｝外国払入力票入力時の仕i力圃面

Il-2-131 

l外『国ヌ払克出入特前力力別項裂遭目峡のの記｝説入時明項金ばj目について以下のとおり変児した．

外国払入追力加帳援に係る必須入力
変（ 、II-2-103審問）

36 Il 2 (I) Il-2-133 
項目の

変（更出i力長項ー目の説明l土、イ協調（補償｝年金（吋外国払人力謀人力時の出力圃面
参照）

1外「ル国払特入別力粟世族の記入項目
年金Jについて以下のとおり変更したD

外国払入追加力帳撲に係る必須入力
変，＇幽医カ師項目の説朋は、 II2・ 103参照）

37 Il 2 (.J) 11-2-135 
'Ii§の

変（更出後力項：目の説明I立、イ悔病（補償）年金（吋外国払入力栗入力時の出力画面
参照）

l外『国払入力1裂2の記入項金目
ヲ 特前別 院一時 （失惜韮額一時金）』について以下のどおり変更した白
変更

外国払入力帳票に係る必事入力
（出力項目の説明Ji, II-2-103重量照｝

38 日 2 （』｝
項目の追加

参変〔更出照）能力項目の説明J土、イ傷病（補慣｝年金（四｝外国払入力螺入力時の出力画面

Il-2-137 



労盟保険換務機械処理事務手引（年金・一時金業務〉改E箇所ー覧表（平成田年10月〉

喧鼠 2底 項 関係寸る改 体一 凌更内容 政省~＇＇ $1'

l 支（イ給）必f停B要止4な解枚記除目入項：外同目時国決払議入I力 (00-02) 

耳目 Jについて以下のとおり変更したー

①記入項目を変更

変更前

下：：：記金金項融融目機機、壁記ー修正の場合「ム任意入力項目」

聞閉名店舗I名1 （変更のみ）

地ll! S金口W融座!FT機番（畑B号IC所）在コード

39 Il 3 (!) 
外国払入力帳裂に係る必須入力

変14更下金後記項融機目関登名記1の場合 f・必須入力項目j

n s 2e 
項目の追加

18-SWIFT(BIC) :::iード

購r~~~
たl支。（イ給｝必停要止な解配除入項I同目時の決」議,14枚{OO目－o('外国払入力粟1について以下のとおり変更し

由〈記入車慎〉民名情報、住所情報、支払先情報の配人要簡を変更

"° Il 3 (!) 
外国払入力阪票に係る必須入カ ＂＇支名更前給、S停W止IF前T(BとI周俗であっ金て融も記機入関す所在る．員弘ただ口座し、棒金号融は任機意朋名 金融機関店舗 II 3 27 
項目の迫加 IC)コ－＂－ 、 入力項目である。

変更支項後給目停で，止あ前と同様であっても記入する。ただし、金融機関店舗名は佳；n入力
でる．

(2)外「国ロ払入入力力条＂＇件膏」の入力条件表を以下のとお哲変更した，

変更帥：
－下記項目の囲内払から外国探込への変更の場合『ム任意入力項目j

入項目』

11 rr 6 (2) 
外国払入力帳票に係る必須入力 記以外J II-6-12 
項目の迫加

変更後記～項15－目金の融圏機内関払名カ・下14 もら外国援込への変更の場合「・必須項目j

への変更の場合 r＂任窓入力項目 j

' iEJ 

(2)「外ロ国払入力製
入力条件去』に係る凡伊lの（注｝の記岐を以下のとおり変更した。

変更前：
・ム市…項目別任意入力項目（次頁「任意入力項目ケース別入力項目一覧」容

・限（注））の項14以目降の項目を削除する場合、＂＇に「牢 Jを入を入力力すすれればば、 14以下のす

外国払入力候震に係る必須入力
ベて 目が削除され、 16,18, 19, 22に『刷 、それぞれ、

・12 rr 6 (2) 17、20～21も含めた項目削除が実行さるa II-6-12 
項目の遣はり目

変更後：

ー※こ（注省ど｝．略申②した場合は、 既に笠品さ「仮れ込て先い情をる報削項除の目ケすをーる流場ス用別合す入、る力,; 入力にあたっては '" 一覧
るばこ f金融機関店舗名Jの項目 に日「＊JJをを入参力照すすれ

16, 17の項目が削除される。



労災保険業務機械処理事務手事I（年金・一時金業務〉改正箇所一覧表（平成田年10月｝

号師 唖 項 関係する改挫案件 饗更肉感 該当....：.， -V-

(2)外『国ロ払び入入記力力韓条栗追件加表）』凡例の（注｝の肥載を以下のとおり変豆した（去タイトル変
吏及 ． 

変更［任前意：入力項目ケース別入力項目一覧I

13 Il 6 (2) 外項国目払の入追加力帳票に係る必須入力 Il-6-13 

舗変｛玄復外名、更［後仮込j下回込先Z復~s先情の込W情報I表先F報T情に｛（のB留報I「受C意のケ）ー給盗をコし確権入録ス別者力認ド』変入氏すし力名更る『金項jこ隊訂目とf受．正一機覧給関I権所在者住地所』J 口f座金融番機号関名』 「金融機抽店『 J）の入力において

については、支払事故防止のため、入力内
容に誤りがないこと た上で処理すること。

（宮）「外ロ国入払力入条力件票表jについて下記の記帳部分に閲L以下のとおり変更した，

［復込ー先送口座情金払報振の込かケから金ーら送融ス別機金払入関力へ仮項の込変へ留一更の覧変訂1更正の・以訂正下を削除

［振込先園情内報払のケース別復入込へカ項の変目一覧Iの以下を追加

"1 Il 6 (2) 外国払の入追加カ帳票に係る必項入カ から外国 史
Il-6『 13

項目

It更支更支震前払後弘込支障先催情払者者催住住報所所の者変変ケ住ー所更更変ス別訂訂更入力項目（金一融覧機I の以下を変更
ー訂正 問恒込）

変
正（金融機関接込｝

変
住所変 訂正

(2) 外国払一入入覧力力1条諜の件｛表注）J 「ロ ①に、ついをて変以更下の②とお＠りを変削突除し）た（［仮込先情械のケース別
入力項目 ③ 

変なのは（注更空く欄）前欄とは也③空でも以キ「闘も上LOャでよの～ンいも項1セ3，よ1目ルい）にの級．つよいいう（とてにrは1は0な「～～ら1径』3な1愈書いの入きの場力ので合項項は目目記では『入1順0あに1るにあにか入た記力ら入ったさてがれとはあてえ十れ該い分ばれ当注項ま意目fのi後にIこ～記の1と入数：』字が
15 IT 日 (2) 外国払入追カ加帳票に係る必調入力 JT-6-13 

項目の
変に｛注更記｝入能申がな「金〈融と機も関キ店ャ舗ン名セ』 についとてははな、ら任な意b入力項目であるからたとえ核当項目

Fレ担ぃ 、ので、記入にあたっては十分注意
。フーと②． 

「10～13よj のよ（うに「～j書きの項目I「；順に入力されていれば、『 後の数字
の欄は空欄でも い。 「10～13Jの場合＇＂ 0」に配入があ札ぱ、 I l～13J 
は空欄でもよい，｝

1fi Il 6 (2) 項外国目払の入追加カ帳票に係る必須入力

力（2金）す「外ハ融る．国機入払関力（入の項へ力情目票報と留記（番意入号点要；＇領～参』2照2に｝｝つをい盆て自以に下すのる説場明合をは削、防令14しのた左．端枠に 「 •1 を入

Il-6-14 

[2）金「外ハ磁国峰入払関力入所項力在目紫地と ＇）除LTこ。

外国払入追加力帳築に係る必須入カ
記（番入｛号要「へ19領～」2留2に）意つ点をい』空て容白以照に下す）のる説場明合をは目‘ ISにのみ入力し、 19～21 

17 Il 日 (2) 
項目の

に何も入力しない。 II-6-14 

18 Il 自 (2) 外項国目払の入追加)J帳票に係る必須入ノJ

（：）口「「座外ハへ番国入払号留力入意項（力需点目票号jと2参記2）照入）を要空領白』ににすつるい場て合以は下の2説2の明1を桁自闘除にした「＊．』を入力する．

II-6-14 

(2)外『国払入力東伴点』) 
へ 町除意 について以項番下のをとおり変児した（曲川Eの説明を月＇I除、母

（ハ＇＂の＂＂に＼以下の 変更）。

変更前：

外国払の入迫力カR帳襲に係る必串入力
(1>)b、＂＂己、＂、） d、＇＂＇＇、＇＂＂

,19 Il (2) 変克後： II 6-18 
項目 ＇＂＇司、［内 )b、（ハ）o、＇＂＂、＇＂＇＇

[2）外②「へ国師払、留入（へ怠力｝梨点』記について以下のとおり変更した項（由番を（り変更か〉）の記載を削除
の t障の変更に伴い、以下のとおり

変班前 a

50 ロ 6 (2) 外国払の入追力加帳票に係る必須入力 ・（後（ホト｝）、（チ）、（り｝ II-6-19～20 
項目 変更

（へ｝、（ト）
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喧邑 節 攻 関係する改修案件、 v 変更内容Y

政省＇＂＂＇ " 

2）外r~国払留入意力製点jたの（ホ）の記い織）のを記以磯下部の分とのお変り更変）更するとともに 入力イメージ
を追加・変更し （（材、

場変（更合『項前は18）削目除削慣除をとの除な線〈ら合．な）のいののf行でホJ注の左の意入端寸力にあたっては、 各な入お力、攻文字闘ののR途E初中の番号に入力すること岳 、 に入力した
る』と＠

SI rr 6 (2) 外国払の入追加力帳禁に係る必項入力 II-6-19 
項目

変力に振入更項後込力目先のし股たの初縫「明金合帯融は機削号除関（店と「舗1な6名jらJ欄を防除行すの左る場端す合にる入のこ 「す•； の入力にあたっては途、入）の 力ること，なお、文字の中
ないので注意ると．

(2）外『へ国払入留力意菓点Jの（へ）（j)の記載を以下のとおり変更した．

変氏入名国更力前内払、例るし外か、えこ金国ばらとa外融に機国お金｝払融け関機にる口鹿変支関払更仮口す座権込者復又る込のには送では住所金あ．払れを「入のばロ力そ「入れす14）力ぞる条れ以「件iの下O表条のJ受件金給融にに応機従権者い関じ情住てrs 受給権者
と． jすと〔 所入報』力につ他すいをる必てこ須も

入力るとa

'2 日 6 (2) 外項国目払の入追力加候粟に係る必須入力
変国更後内払から外国払支融に変払機更権関す者情の報るには．を 「ロす入る力「条10件表受j給梅に従者い「8 受給C14権者金氏

II 6 20 

名融J機、関外名国における 住所入す力 住所J、
j以下の企 を入力ること。

(2) 外fへ国払λ留力意粟提J
の（イ｝の記載を以下のとおり変更した。

変更揃
国名コ｝ド」

.I' 訂 日 (2) 外項国目払の迫入力力日帳票に係る必須入力 変更『後外国コ ドJ 日「6-18

(2) 外国留払意入点力の梨
への (")a（ト）について記載を下記のとおP変更したB

変更rs荊It 
!FTコード」

'1 日 6 (2) 外国払入追加力帳票に係る必項入力
項目の

変更rs後It IFT(BIC）コードj TI-6-18 

(2)外『国払入入力力頭項
ハ 目と記入直前』について以下のとおり記載を変更した，

変更前：

" rr 6 (2) 外国払の入追力加恒粟に係る必項入力 師団T(BIC)•ード (1Ilfiでの必カ須す入力、力空す白は入力不可）をOc Rのキーポー II-6-1,l 
毛主目 ドによりアルプアベットで入 る。 る。

後史後
開IFT （日IC）•ード (11 桁での必力須す入る。力、空白は入力不可）をOc Rのキーポー
ドによりアルファベァトで入

(2）外「国払入カ粟
へ 留意点jの（ハ）bの記載を以下のとおり変更した．

SC Il c (2) 
外国払入力帳票に係る必須入力 変更「性前協j

Il-6-18 
項目の追加

変更後
正確」

メッセジ覧 I業務エ7 メッセジi

以下のメ yセージを迫！JUしたa

定期報告入力帳ッ粟ク槽に係能及る住民需
〈メ yセージID>

自7 VII 
コードのずェ V'入力 VJ[ 34 
方法の晋頁

〈はをメE空削（阻ッH白E余セ10す1と0ー，：する3児ジ場る文〉か合字、：立列受E、〉付し」f 「受「住付民票登コ記ーj 「変を更入j力処し理ての←締合は、 f住民媒コ ドj
い "J行 下さい。「住民票コードj
訂E」処用により ってくださいe
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者 節 ： ヨ藍 関係する改修索件 変更内容 〉政当ペ；.－，；

メre ジー覧 l業務エア メッセジl

以下のメ yセージを追加した。

定期報告入力候粟に係る住び入民力票 〈メ yセージI日〉
コードのチェック機能及

'" vn 
方桔の変更

同 10094 V百31

〈下メ（さEッNい－セ．100ージ文字「列住〉94) 民票コード」に誤りがあります。 『住民票＝｝ドJを確認して

メyセジ賞［情報メッセジ1

以下のメ vセージを追加した白

59 vn 定期報ド告の入入カ力帽方漢に係る照会状 〈メッセージlD> vn 2 
コー 法の密更

〈メ1Nッ－∞セ0ー20ジ文字"1>

(1N_00020）定期報告書は慢出荷ですー照会状のみ出力しますー

メyセジ覧 l業務エァメ γセジI

EN_00335のメ γセーヅを以下のとおり変更した。

60 vn 定期報ド告の入入力力帳方票法に係変る照会状
コー の吏

変の賛し支ま更（同Eド前N給防し0た区奮：，，分，で3厚5等処）変年題年等更し金の情て内報く銭容のだ護変にさ費不更い定備．期援が報生護告費じのての処い支理給るにた区お分めい定等て期変、報更厚告は年のそ等れ受情付ぞ報れ年の月変変更日更の票み・後援笠援録護費

、官ー18

変て更いの（剖後変る0た更03めは35変、｝定更年票期金で報定処告期理の報受し告て付の金く手処月だ理目さに、Lお住い民て頭コ厚年ド等の情み報釜の録変し更ま内し容たにa不席備年が等生情じ

報変克 票で だ

メクセジ覧 I業務エラメッセジ1

以下のメ yセージを追加した。

〈メ yセージlD>

"' も百 定期報告の入入力力帳票のに係置る照会状
コード 方法 "' 

〈不分メE備等但＇；が変.セ：生更：ー：はじ80ジ緩8て文）い鑓字健食る初護た医科〉費めm定定g期F期で報処線告理告ののし処交て理付くに年だお月さいい日て．のみ援笠護録貨しのま支し給た区a分侵等護変費更のの支内給容区に

vn 32 

メッセジ覧（ t務エプメyセジl

以下のメ yセージを追加した，

〈メ yセージ10>

62 、宜 外国払入力カn幌禦に係る必須入力 EN on~o7 
VIl-32 

項目の追 〈メッセージ文字列〉
(EN"00907）システム上、外国払に係る霊記読の「（0)1情報が存入力在しないた

め、過去の 1 (0) Jの引用はできません. (I)は必須入力のため、 してくださ
L、．

hセジ覧 (1定街~7 メ yセジ1

定期報告の入入力力帳方票法に係る照会状

1唱
コード の！！：＞！ 間1_1004',EN_l日046、EtCI0047を次買h 移動した，

vn 33 63 
外国払入力帳票に係る必須入カ
項目のJ阜／JU

定期報払のド告の入追入加入力力帳力帳方票票法に係にの係蛮るる照会状

メッセジ覧［業務zラメ yセジI

刷 vn ~－ "' 
EN_I0088、EN_I0089を次頁へ移動した，

Vll-34 
外国 必須入力
項目


